
兵庫県高等学校教育研究会情報部会規約 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は兵庫県高等学校教育研究会情報部会と称する。 

（事務局） 

第２条 本会の事務局は原則として会長校におく。 

（会員） 

第３条 本会は本県の教科「情報」に係る教職員をもって組織する。 

２ 必要に応じて、名誉会員、賛助会員、特別会員をおくことができる。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第４条 本会は生徒のＩＣＴ能力の向上とＩＣＴの健全な利活用のための教育活動について研究

することにより情報に関する教育の振興を図り、本県の高校教育並びに特別支援教育の発展に

寄与すると共に、会員相互の情報交換及び親睦を図ることを目的とする。 

（事業） 

第５条 本会は目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 教科「情報」に関する研究 

(2) 教科「情報」に関連する分野の研究 

(3) 講演会、研究発表、見学会、研修会等の開催 

(4) その他、本会の目的達成に必要な事業 

 

第３章 役員等 

（役員） 

第６条 本会に次の役員をおく。 

(1) 会  長 １名 

(2) 副 会 長 若干名 

(3) 理  事 若干名 

(4) 部  長 各１名 

(5) 事務局長 １名 

(6) 会  計 若干名 

(7) 会計監査 ２名 

２ 本会は顧問をおくことができる。 

（職務） 

第７条 役員は次の職務を行う。 

(1) 会長は本会を代表し会務を司り、総会、理事会を主宰する。 

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 

(3) 理事は理事会を構成し、会務を執行する。 

(4) 部長は部を主宰する。 

(5) 事務局長は理事により構成された事務局を主宰し、事務局は会務を処理する。 

(6) 会長は理事の内から若干名を会計に指名し、会の経理を担当させる。 

(7) 会計監査は会計を監査する。 

２ 顧問は会長の諮問に応ずる。 

（選出） 

第８条 役員は次のとおり決定する。 

(1) 会長、副会長及び会計監査は総会により決定する。 

(2) 理事、部長、事務局長及び会計は、総会の承認を得て、会長が委嘱する。 

２ 顧問は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。 

（任期） 

第９条 役員の任期は１ヵ年とし、再任は妨げない。 



 

第４章 組織 

（組織） 

第10条 本会に次の機関をおく。 

(1) 総会 

(2) 理事会 

(3) 部 

（会議） 

第11条 全ての会議は会長が招集する。 

（総会） 

第12条 総会は会員全員で構成し、年に１回開催する。 

２ 必要に応じて、臨時に総会を開くことができる。 

３ 総会は、次の事項を承認、決定する。 

(1) 規約の制定及び改廃 

(2) 事業報告及び決算の承認 

(3) 事業計画及び予算の決定 

(4) 役員の決定と承認 

(5) 部の設置及び改廃 

(6) その他、本会の目的に必要な事項 

（理事会） 

第13条 理事会は、会長、副会長、理事により構成する。 

２ 理事会は次の任務を行う。 

(1) 各機関に付議する議案に関すること 

(2) 本会の事業に関すること 

(3) その他、本会の運営に必要なこと 

（部） 

第14条 部は会員により構成する。 

２ 本会に研究部をおく。 

３ 本会に事業部をおく。 

 

第５章 会計 

（経理） 

第15条 本会の経理は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。 

（会費） 

第16条 会費の額は一人当たり年額 2,000円とする。 

（会計年度） 

第17条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月 31日に終る。 

 

附則 

この規約は、平成 20年 12月４日より施行する。 

この規約は、平成 23年７月４日より施行する。 

この規約は、平成 27年５月 18日より施行する。 


